
○ 地域包括⽀援センターは、地域住⺠の⼼⾝の健康の保持及び⽣活の安定のために必要な援助を⾏うことにより、その保健医療の

向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。地域の関係者とのネットワークの下、総合相談支援などの包括的支援
事業や介護予防⽀援等の⽀援を⾏うとともに、こうした取組を通じて市町村と一体となって地域課題の把握やその対応策の検討等

を⾏うことが期待される。

○ 地域包括支援センターが求められる機能を発揮するためには、業務負担軽減を含めた業務改善を推進するとともに、中⻑期的な
視点に⽴った取組を市町村が計画的に進めていくことが重要。

○ そのため、地域包括⽀援センターの設置者は、実施する事業について⾃⼰評価を⾏い、質の向上を図ること、市町村は、定期的
に地域包括⽀援センターの事業の実施状況について評価を⾏い、必要に応じて事業の実施⽅針の⾒直し等の措置を講じることと
されている。（介護保険法115条の46第４・９項）

地域包括支援センターにおける計画的な取組推進のための事業評価について

【参考】介護保険法115条の46（抜粋）

4 地域包括⽀援センターの設置者は、⾃らその実施する事業の質の評価を⾏うことその他必要な措置を講ずることにより、その実施する事業の質の向上を図らなければならない。

9 市町村は、定期的に、地域包括⽀援センターにおける事業の実施状況について、評価を⾏うとともに、必要があると認めるときは、次条第⼀項の⽅針の変更その他の必要な措置を講じなければならない。
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地域包括⽀援センターの事業に係る評価指標の⾒直しについて

地域包括⽀援センターの事業に係る国が定める評価指標については、策定から５年間、センターが⾏う最低限の業務チェックリストとして、

また、センターと市町村との連携強化のためのコミュニケーションツールとして寄与してきたところ、今般、法の趣旨を踏まえ、より一層センター
が地域包括ケアシステムの中核機関としての機能を果たすための事業を効果的に実施できるよう、評価指標の体系化・簡素化を図りつつ、
市町村の目標や地域の状況に応じた柔軟な評価を⾏うための⾒直しを⾏う。

＜⾒直しの具体的なポイント＞

① 目標ごとに指標を統合し体系化・簡素化を図るとともに、センター指標・市町村指標を一対一対応ではなく、個々の機能に応じた

内容に⾒直し

② ⼈⼝規模や地域課題等の圏域ごとの状況を踏まえた評価を⾏うことができるよう、段階的項目や選択的項目を指標として設定

③ 中⻑期的な視点に⽴った⽬標に応じた達成状況の評価を定量的に⾏うため、アウトプット指標・中間アウトカム指標を設定

※ このほか評価を可視化（数値化）できるよう市町村が柔軟に項⽬ごとの配点を設定できるよう⾒直し

（⾒直しのイメージ）
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新評価指標の全体構成

評価分野
旧 新

指標数 活動目標数

地域包括ケアシステムの

構築・推進

市町村 （新設） １

センター （新設） １

組織・運営体制
市町村 １９ ６

センター １９ ５

総合相談支援事業
市町村 ６ ３

センター ６ ７

権利擁護事業
市町村 ４ ２

センター ５ ３

包括的・継続的
ケアマネジメント支援事業

市町村 ６ ２

センター ６ ３

地域ケア会議
市町村 １３ ５

センター ９ ３

介護予防ケアマネジメント・
介護予防支援

市町村 ６ ３

センター ５ ２

包括的支援事業（社会保障
充実分）※旧・事業間連携

市町村 ５ ２

センター ５ ２

計
市町村 ５９ ２４

センター ５５ ２６

・事業レベルではなく、地域の分析結果を踏まえた中⻑期的な視点に⽴った対応ができているか
を把握するための活動目標を新設

・活動目標ごとに指標を統合し、体系化・簡素化

・⼈⼝規模や地域課題等に応じて市町村の実情に応じた評価を⾏うことができるよう、段階的項

目や選択的項目を指標として設定

・達成状況の評価を定量的に⾏うことができるよう、アウトプット指標・中間アウトカム指標を設定

・各市町村において各項目を１点と配点したり、特に機能強化を図りたい項目に重み付けをしたり
して数値化し、評価を可視化することも可能

【指標の例】 センター指標（包括的・継続的ケアマネジメント支援事業）

活動目標 取組内容 種別

１

担当圏域の居
宅介護⽀援事
業所の状況を

把握し、地域の
ケアマネジャーの
支援ニーズに基
づいた対応を⾏
う

Ａ
担当圏域における居宅介護⽀援事業所のデータ（事業所ごとの主任介護⽀援専⾨員、介

護支援専門員の人数等）を把握しているか

並列

Ｂ
介護⽀援専⾨員から受けた相談事例の内容を整理・分類・件数を把握した上で、研修会、

事例検討会、地域ケア会議等を開催しているか

Ｃ
担当圏域の介護⽀援専⾨員のニーズに基づいて、多様な関係機関・関係者（例︓医療機

関や地域における様々な社会資源など）との意⾒交換の場を設けているか

Ｄ
介護⽀援専⾨員が円滑に業務を⾏うことができるよう、地域住⺠に対して介護予防・⾃⽴⽀

援に関する意識の共有を図るための出前講座等を開催しているか

Ｅ
介護⽀援専⾨員を対象にした研修会や事例検討会等の開催計画を策定し、年度当初に指

定居宅介護⽀援事業所に⽰しているか

２

市町村の方針
に則り、介護予
防サービス計画

の検証を⾏う

Ａ
市町村の⽅針に沿って、圏域内の居宅介護⽀援事業所が作成する新規の介護予防サービ

ス計画を確認しているか

段階

Ｂ
市町村の⽅針に沿って、圏域内の居宅介護⽀援事業所が作成する更新の介護予防サービ

ス計画を確認しているか

Ｃ
市町村の⽅針に沿って、圏域内の居宅介護⽀援事業所が作成した介護予防サービス計画を

抽出し、その検証をしているか

Ｄ
【市町村により選択】市町村の⽅針に沿って、圏域内の居宅介護⽀援事業所が作成した介
護予防サービス計画を抽出し、地域ケア会議でその検証をしているか

３ 【市町村により選択】＊アウトプット指標＊ 介護支援専門員からの相談受付件数 －

活動目標ごとに複数の
取組内容を提示し体系化

一部の活動目標では、
フェーズを段階的に設定

市町村が選択可能な
任意の項目を設定

アウトプット指標や中間アウトカム指標を設定

市町村指標では、当該評価分野に
「アウトプット指標または中間アウトカム指標を
設定しているか」を項目のひとつとして設定

指標を統合し
簡素化

・評価指標の内容を含め、地域包括支援センター運営状況調査をWeb上のシステムで実施
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新評価指標の活用に関するスケジュール（イメージ）

Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度

地域包括支援センター及び市町村による取組

地域包括支援センターの事業実施に係る評価

（センター指標、市町村指標の活用）

地域包括支援センター運営状況調査

（センター票、市町村票）

保険者機能強化推進交付⾦及び介護保険保険
者努⼒⽀援交付⾦（インセンティブ交付⾦）の
評価指標

（市町村指標、都道府県指標）

旧指標に
よる評価

国で
取りまとめ

R7交付⾦の
評価と連動

R7交付⾦の額に反映

新指標に
よる評価

国で
取りまとめ

R８交付⾦の
評価と連動

R8交付⾦の額に反映

新指標に
よる評価

国で
取りまとめ

R９交付⾦の
評価と連動

Web上のシステムで把握

連動する指標について今後検討
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